




















内部統制の体制図

－ 各 部 門 －

選任

解任

監査

指示・報告

連携

ﾍﾙﾌﾟﾗｲﾝ

指 導

監 視

取 締 役 会

代 表 取 締 役 社 長
監 査 室

執 行 役 員

業務指示

営

業

本

部

製

造

本

部

購

買

部

人

材

開

拓

部

総

務

経

理

本

部

選任

解任

選任

指示・報告
執行指示

C S R 委 員 会

情報セキュリティ管理室

品 質 環 境 管 理 室

情
報
シ
ス
テ
ム
部

技

術

部

内 部 監 査
品質/環境/ＩＳＭＳ監査

●
●

連携

会 計 監 査 人

株 主 総 会

コ ン プ ラ イ ア ン ス 室

内 部 情 報 管 理 室

賞 罰 委 員 会

会計監査

連携
取 締 役
（監査等委員以外の取締役） 監査等

監査等

生 産 管 理 推 進 室

報告

予 算 編 成 委 員 会

海 外 事 業 推 進 室

監 査 等 委 員 会
（監査等委員である取締役）

教

育

部

＜業 務 執 行＞

監督



適 時 開 示 体 制 の 概 要 

当社の会社情報の適時開示に係る社内体制の状況は、下記のとおりです。 

記

１．重要事実が発生した場合の情報共有化 

 重要事実が発生した場合、各担当部門の長は、以下の重要な会議にて重要事実を報告し、当該

情報を共有化するとともに対策を検討しております。 

（重要な会議） 

会議名称 頻度 構成員 議長 

定時取締役会 毎月 ・取締役 代表取締役社長 

部門間会議 隔週 ・監査等委員以外の取締役および常勤

の監査等委員である取締役 

・各本部の本部長および副本部長 

・各部の部長（製造部部長は除く） 

・必要に応じて、製造部部長ならびに

各部の課長 

代表取締役社長 

（予算編成委員会主

催） 

２．内部情報の管理統括部署 

 内部情報の管理統括部署は内部情報管理室としており、内部情報の把握、管理および公表など

を統括しております。 

 各部門で内部情報が発生した場合は、各部門の内部情報管理責任者（各部門の長）が、内部情

報管理室へ届出を行い、内部情報管理室は「会社情報適時開示ガイドブック」および「金融商品

取引法」などを参考に、適時、適切な開示を行っております。 

３．内部監査、監査等委員会 

 当社は、代表取締役社長直轄の監査室を設置し、業務執行ラインとは異なる立場で、業務執行

の状況を監査し、不正および過誤の防止ならびにそれらの早期発見に努めております。 

 また、監査等委員会が企業集団の連結経営に対応した企業集団全体の監視および監査を実効的

かつ適正に行えるよう、監査等委員会と会計監査人および監査室との緊密な連携体制を構築する

こととしています。 



適時開示に係る社内体制の仕組みを図示いたしますと次のとおりであります。 
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